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後期高齢者医療保険料の値上げを中止し、引下げを求める意見書 

 

埼玉県内では７５歳以上の高齢者が６５万人を超え、全人口の９．２１％を

占めるに至っています。戦前・戦中・戦後の苦難の時代、身を粉にして働きつ

づけ、家族や社会のために尽くしてきた高齢者が安心して暮らせる社会をつく

ることは政治の責任です。 

県内７５歳以上の高齢者は、年金収入８０万円以下が１３万人、保険料均等

割が２割～９割減額の法定軽減が３２万８千人を数え、約半数が法定軽減者で

占められているのが現状です。埼玉県の後期高齢者医療の保険料は平均７万５

２３６円と全国で７番目に高く、保険料滞納者が１万４０３５人（平成２４年

度末）にのぼるなど、高齢者にとって大きな負担となっています。 

 しかし、第４回埼玉県後期高齢者医療懇話会の了承、埼玉県後期高齢者広域

連合議会での決定により、平成２６年度から後期高齢者医療保険料の値上げが

行われることになりました。これにより高齢者の負担がさらに増加します。 

次期保険料について「剰余金８２億円のうち６７億円を使い、基金を温存す

る」との懇話会の提言により、保険料軽減の対象者拡大が実施されるものの、

広域連合には８４億円もの基金があるにもかかわらず保険料値上げが決定さ

れています。平均保険料は６円下がり７万５２３０円になるとのことですが、

懇話会の資料に示されている複数の保険料改定案によれば、現在の基金を取り

崩せば、保険料の値上げはしないで済むこと、さらに大幅な引下げも可能であ

ることが明白です。 

生活物資の値上げ、年金の減少、消費税の増税などにより、高齢者のくらし

はますます厳しくなっていきます。埼玉県後期高齢者医療広域連合においては、

高齢者のくらしを考え財政安定化基金などの財源を使い、平成２６年度および

平成２７年度の後期高齢者医療保険料の値上げを中止し、大幅な引下げを実施

されることを強く求めます。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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